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マイナンバーが記載された
通知カードをお届けします。
１１月上旬から、転送不要の簡易書留郵便で「通知カード」が世帯ごとに送付されますので、
必ず受け取っていただきますようお願いします（送付時期は前後します）。受取人がいない場
合、最寄りの郵便局で一定期間（１週間程度）保管された後、阿蘇市役所に返戻されます。
なお、地区ごとに順次、郵便局から配達されますので、近隣の世帯より遅れて配達される場合
もありますが、あらかじめご承知願います。

　
「
通
知
カ
ー
ド
」に
は
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）の
他
に
氏
名
、住

所
、生
年
月
日
、性
別
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。平
成
27
年
10
月
２
日
現
在
、

阿
蘇
市
に
住
民
票
を
有
す
る
方
に
送

付
し
ま
す
。

　

送
付
ま
で
に
日
数
を
要
し
ま
す
の

で
、死
亡
さ
れ
た
方
の
通
知
カ
ー
ド
も

送
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。届
い

た
際
は
お
手
数
で
す
が
、後
日
、市
役

所
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
の
窓
口
に

お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。 通

知
カ
ー
ド

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」は
、個
人

番
号
を
証
明
す
る
書
類
や
本
人
確

認
の
際
の
公
的
な
身
分
証
明
書
と

し
て
利
用
で
き
、ま
た
、将
来
的
に

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
作
成
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、通
知
カ
ー
ド

に
同
封
さ
れ
て
い
る
交
付
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、顔
写
真

を
貼
り
付
け
て
、返
信
用
封
筒
に

入
れ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。詳

し
い
申
請
の
方
法
は
送
付
さ
れ
る

書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド

●
顔
写
真

　

�

顔
写
真
の
規
格
は
、送
付
さ
れ

る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。次

の
よ
う
な
写
真
は
不
適
切
で
す

の
で
、撮
り
直
し
を
お
願
い
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽�

指
定
の
寸
法
や
規
格
を
満
た
し

て
い
な
い
も
の（
顔
の
位
置
が

片
寄
っ
て
い
る
、顔
が
横
向
き
、

顔
が
左
右
に
傾
い
て
い
る
、背

景
に
影
や
柄
が
あ
る
な
ど
）

▽�

眼
鏡
な
ど
に
よ
り
顔
の
一
部
が

は
っ
き
り
確
認
で
き
な
い
も
の

（
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
に
色
が
つ
い

て
い
る
、眼
鏡
の
フ
レ
ー
ム
が

目
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
、前

髪
が
長
す
ぎ
て
目
元
が
見
え
な

い
、髪
で
顔
の
輪
郭
が
隠
れ
る
、

帽
子
に
よ
っ
て
頭
部
が
隠
さ
れ

て
い
る
な
ど
）

▽�

人
物
を
特
定
し
に
く
い
も
の

（
瞳
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
等
に
よ
り

赤
く
写
っ
て
い
る
、平
常
の
顔

貌
と
著
し
く
異
な
る
、顔
に
影

が
あ
る
、ピ
ン
ボ
ケ
や
手
振
れ

に
よ
り
不
鮮
明
、カ
ラ
ー
コ
ン

タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
装
着
し
て
い

る
な
ど
）

▽�

デ
ジ
タ
ル
写
真
の
品
質
に
み
だ

れ
が
あ
る
も
の（
ノ
イ
ズ（
画
像

の
乱
れ
）が
あ
る
、ド
ッ
ト（
網

状
の
点
）や
イ
ン
ク
の
に
じ
み

が
あ
る
、ジ
ャ
ギ
ー
（
階
段
状
の

ギ
ザ
ギ
ザ
模
様
）が
あ
る
、変
形

交
付
手
続
き
に
つ
い
て

阿蘇市民の
皆さまへ
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　人番号制度の開始により平成２８年１
月から「住民基本台帳カード」に替わり、

申請により「個人番号カード」が交付されま
す。
　これにより、住民基本台帳カード内の電子
証明書の新規発行及び更新手続きは 12 月
22日（火）で終了します。
　電子証明書を新規発行する場合などは「個
人番号カード」が必要となりますが、住基カー
ドと異なり即日交付ではありません。また、混
雑が予想されるため個人番号カードの交付に
は日数を要することが予想されます。
　個人番号カードを交付する際、住民基本台
帳カードは回収しますのでご注意ください。
　現在、お持ちの電子証明書の有効期限が
３ヶ月以内になりましたら更新手続きができ
ますので必要な方はお早めにお願いします。

なお、電子証明書の有効期限はカードの表面
に記載されたものではありません。

【有効期限の確認方法】
○�電子証明書発行時に交付した「電子証明書
の写し」Ａ４サイズの用紙に期限が記され
ています。
○�インターネット「公的個人認証ポータルサ
イト」のオンライン窓口で検索できます。

【電子証明書更新方法】
○�お持ちの住民基本台帳住基カードと顔写真
付き身分証明書（運転免許証等）と手数料
５００円を持参のうえ、市民課または各支
所市民係でお手続きください。
○�番号制度対応のため、12 月 22 日（火）ま
でしかお手続きができません。

や
マ
ス
キ
ン
グ（
縁
取
り
）な
ど

の
画
像
処
理
を
施
し
て
い
る
）

●�

交
付
手
数
料　

無
料
で
す
。国

の
補
助
が
あ
り
ま
す
の
で
当

面
、自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

�

た
だ
し
、再
交
付
の
場
合
、通
知

カ
ー
ド
は
５
０
０
円
、個
人
番

号
カ
ー
ド
は
８
０
０
円
を
負
担

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
交
付
時
期

　

�

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
平
成
28
年

１
月
以
降
、順
次
、交
付
し
ま

す
。

※�

交
付
場
所
や
引
き
換
え
に
必
要

な
も
の
な
ど
は
、改
め
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。詳
し
く
は「
個

人
番
号
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

０
５
７
０-

７
８
３
‐
５
７
８

（
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
）」に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

個

電子証明書の新規発行・更新手続きは 12月 22日で終了します

10 月 5 日、マイナンバー制度スタート

マイナンバー制度に関する問い合わせ

マイナンバーコールセンター
☎０５７０－２０－０１７８

このページに関する問い合わせ

市役所市民課 戸籍係
☎２２－３１３５


